
サイバー犯罪の手口はますます悪質・巧妙化し、警察の相談
窓口へ寄せられるサイバー犯罪等に関する相談も増加傾向に
あります。
サイバー空間が私たちの生活に浸透する中、インターネット利
用に起因する犯罪被害の防止対策は一層重要となっています。

活動内容

【お問合せ先】 〒５１４－８５１４
三重県津市栄町一丁目１００番地
三重県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課犯罪対策係
Tel：０５９－２２２－０１１０（代）（内線３４７６・３４７７）
E-mail：cyber@police.pref.mie.jp

サイバー防犯ボランティアは、インターネット環境さえあれば
『いつでも』『どこでも』『一人でも』活動できます。

『安全で安心なサイバー空間』の実現に向け、一緒に活動してみませんか？

対 象

申込方法

■ 三重県内に居住、通勤、通学している方
■ サイバー犯罪の被害を防止するための活動に関心のある方

「登録申込書」にご記入の上、持参・郵送・電子メールによりお申し込
みください。

■ 犯罪被害防止のための教育活動
青少年や地域住民を対象とした講習の実施など

■ 広報啓発活動
街頭防犯キャンペーン、ＳＮＳ等を活用した情報発信など

■ サイバーパトロール
インターネット上で発見した違法・有害情報を
ＩＨＣ（インターネット・ホットラインセンター）等に通報

※詳しくは「募集要項」をご確認ください。


